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建築基準法第７条の６第１項第１号又は第２号の規定による仮使用認定に係る事務取扱要領  

 

１ 主旨 

   本要領は、建築基準法（以下「法」という。）第７条の６第１項第１号又は第２号

の規定による特定行政庁又は建築主事の仮使用の認定申請について、事務取扱い及び

審査等に必要な事項を定めるものとする。 

２ 基本方針 

   法第７条の６第１項第１号又は第２号による仮使用の認定は、申請に係る計画が本

要領に基づく審査の結果、安全上、防火上及び避難上支障がないと認められ、かつ、

消防機関においても消防法上支障がないと認めるものについて認定するものとする。 

   また、新築の建築物にあっては申請に係る建築物又は建築物の部分が現に存するも

の、既存建築物にあっては当該建築物又は建築物の部分が適法のものであることを条

件とする。 

３ 事務処理等 

(1) 申請に係る事務処理は、法第７条の６第１項第１号の場合は別記１、法第７条 

の６第１項第２号の場合は別記２のフローチャートによる。 

  (2) 申請に係る事務処理に要する期間は、担当者が申請を受理した日からおおむね２

１日以内とする。 

(3) 申請に不備等があり前号に定める期間内に処理しがたい場合は、仮使用の認定を 

保留する旨の通知書（様式第１号）により、また、認定しない場合は、仮使用を認 

定しない旨の通知書（様式第２号）により、その理由を付して申請者に通知するも 

のとする。 

４ 審査等 

   申請についての審査は棟単位とし、次に定める書類審査、現場審査を行うものと 

する。 

(1) 書類審査は、法第７条の６第１項第１号の場合には、次に定める審査方針、審査

項目及び審査基準により、申請に係る計画が建設省の通達（昭和５３年１１月７日

住指発第８０５号。以下「建設省通達」という。）に定める承認基準に適合してい

るか否かを判断し、法第７条の６第１項第２号の場合には、平成２７年国土交通省

告示第２４７号第１に定める基準に適合しているか否かを判断する。 
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1) 審査方針 

      申請に係る書類審査は、次の各号に定める方針により審査する。 

ア  申請に係る部分について建設省通達の仮使用承認準則のうち第２の承認基

準の審査項目に適合しているか否かを審査する。 

イ  仮使用部分とその他の部分とが建築物の構造、用途又は工事内容等に応じて

耐火構造の壁又は不燃材料で造られた間仕切り等により防火上有効に区画さ

れていること。 

ウ  申請に係る部分について申請に係る建築物の工事の進捗状況に即応した安

全計画が作成されているかその内容を審査する。 

2) 審査項目及び審査基準 

申請に係る書類審査における審査項目及び審査基準は、原則として建設省通達

によるほか、審査項目については次の項目を加えるものとする。 

ア  敷地内通路 令第１２８条の規定に適合していること。 

(2) 現地調査は、書類審査後現地において行い、申請に係る計画が現況に即し適切か

否かを判断する。原則として現地審査は、申請に係る建築物のすべてについて行う

ものとする。 

    ただし、申請建築物が令第１４７条の２の規模未満であり安全上、防火上、避難

上支障がないものについては、この限りでない。 

(3) 増築等の仮使用の認定申請については、確認申請と同時に申請することを原則と

する。 

５ 事後措置等 

 仮使用の認定若しくは認定しない旨の通知を受けた建築主が、認定された建築物若

しくは建築物の部分を認定に係る計画と異なる状況で使用若しくは使用させている

場合又は認定しないとされた建築物を使用若しくは使用させている場合においては、

当該仮使用認定の取消し及び使用禁止等の措置を講ずるものとする。 

６ 消防との協議等 

   消防機関への協議又は通知は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 仮使用の認定申請は、すべて認定前に消防機関へ照会するものとする。 

(2) 前項の消防機関への照会の方法は、別記１又は別記２のフローチャートによる処

理経路とし、管轄消防署において意見を付することにより協議したものとみなす。
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（様式第３号）（様式第４号） 

(3) 申請を認定した場合又は認定しないとした場合には、その旨を関係消防機関に通

知する。（様式第５号） 

(4) 前項の消防機関への通知には仮使用認定通知書又は仮使用を認定しない旨の通

知書の写しを添付したものを送付することにより行うものとする。 

(5) 処理期間 消防機関への照会に要する期間は仮使用認定申請書が消防機関に受

理された日から１０日以内に回答を受けるものとする。 

  この場合、消防機関は、１０日以内に回答できない理由のあるときは、その理由

をすみやかに特定行政庁又は建築主事に連絡するものとする。 

(6) 照会の内容 

 消防機関の照会の内容は、次の事項について行うものとする。 

ア 消防法第１７条に規定する消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。 

イ 防火管理体制に関すること。 

ウ 工事中に使用する火気、資材等の管理に関すること。 

エ その他火災予防に必要な事項に関すること。 

７ 建築設備・工作物への準用 

 法第８７条の４又は法第８８条第 1項若しくは第２項の規定により法第７条の６の

規定の準用を受ける建築設備及び工作物の仮使用の認定申請については、消防機関へ

の協議等に関するものを除き本要領を準用する。 

８ 仮使用認定報告書の消防機関への送付 

   指定確認検査機関から法第７条の６第３項及び千葉市建築基準法施行規則第１３

条の３の規定による報告書の提出を受けた場合は、消防機関に写しを送付するものと

する。（様式第６号） 

９ その他 

(1) 用途・規模により本要領によりがたい建築物の取扱いについては、その都度消防

機関と協議し定めるものとする。 

(2) 本要領は法第１８条第２４項第１号及び第２号の規定による仮使用認定申請に

準用する。 

(3) 安全計画書・工事計画書は、国土交通省通知（平成２７年５月２７日 国住指第

５５８号・国住街第４０号。）に示された様式を使用すること。 
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１０ 適用 

 本要領は平成７年８月１日以降受理した申請に適用する。 

    附 則 

この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

    附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年６月２５日から施行する。 

 



 5

別記１ 

 

 法第７条の６第１項第１号の規定による仮使用認定（特定行政庁の仮使用認定） 

 

  標準処理期間 ： ２１日 

 

 

 

    

   ⑥ 防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

                 ⑦ 防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

              

 

                  

                 

   

      

 

 

              審査  

                検査  

 

 

 （10 日以内に回答 

  できない旨の通知） ⑤回答       

                   副本１部          

                   様式第４号           

                     

 

              ③照会 正本１部 副本１部 

              ④回答 副本１部 

               様式第４号 

 

 

 

 

 

                                        協 議                                    

                                                                      

申 請 者 
 

特 定 行 政 庁 
（建築情報相談課） 

 

消 防 局 
（予防課） 

 

消防局 

（指導課） 

管轄消防署 
正本１部 保存 

 

②照会 

正本１部 

副本１部 

様式第 3号 

①申請 

正本 2 部 

副本 1 部 

提出 

⑧認定 

副本１部 

返却 

申請者は、防火対象物使用開始届等の副本を 

コピーして提出。 

ＦＡＸ等 

認定・ 

認定しない旨の通

知 

様式第５号 

(認定を保留する旨の通知) 

様式第 1号 

(認定しない旨の通知) 

様式第 2号 
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別記２ 

 

 法第７条の６第１項第２号の規定による仮使用認定（建築主事の仮使用認定） 

 

  標準処理期間 ： ２１日 

 

 

 

    

   ⑥ 消防計画・防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

                 ⑦ 消防計画・防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

             

 

                             

                          

    

      

 

 

              審査 

                検査 

 

 

（10 日以内に回答 

  できない旨の通知） ⑤回答                

                様式第４号                  

                                                 

                          

 

              ③照会  

              ④回答  

               様式第４号 

 

 

 

 

協議・確認 

                                                              

                                    

                                                                      

申 請 者 
 

建 築 主 事 
（建築情報相談課） 

 

消 防 局 
（予防課） 

 

消防局（指導課） 

（防火対象物使用開始届） 

管轄消防署 
（消防計画） 

 

①申請 

正本 1 部 

副本 1 部 

提出 

⑧認定 

副本１部 

返却 

申請者は、防火対象物使用開始届等の副本を 

コピーして提出。 

②照会 

様式第 3号 ＦＡＸ等 

認定・ 

認定しない旨の通

知 

様式第５号 

(認定を保留する旨の通知)  

様式第 1号 

(認定しない旨の通知) 

様式第 2号 
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法第７条の６第１項第２号の規定による仮使用認定（指定確認検査機関の仮使用認定） 

 

 

 

 

 

    

②消防計画・防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

③消防計画・防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

              

 

④認定   

 

                            

          

 

 

              審査 

                検査 
 

  

        (適合しないと認める旨の通知) 

                                                （照会） 

 

                                           

 

 

 

              様式第６号 

               

 

協議・確認 

 

 

参 考 

申 請 者 
 

指定確認検査機関 

特定行政庁 
（建築情報相談課） 
 

※申請者は必ず事前に消防と協議する 

こと。 

消 防 局 
（予防課） 

⑥送付 ⑦送付 

①申請 
 

⑤報告書 

（７日以内） 

※報告内容に 

変更があった 

場合も含む。 

消防局（指導課） 

（防火対象物使用開始届） 

管轄消防署 
（消防計画） 

 

※必要に応じて消防署へ照会をする

こと。 

※申請者は、法第 90 条の 3 に該当する場合

は、特定行政庁（建築情報相談課）へ工

事中における安全上の措置等に関する計

画の届出をすること。 



 

 8

 

仮使用認定申請（特定行政庁）に係る添付書類の綴り方 

 

 

１  仮使用認定申請書（第三十三号様式） 

２  申請書（１部）の裏に手数料貼付（千葉市の収入証紙１２万円） 

３  委任状 

４  確認済証の写し（１～５面） 

５  仮使用に係る内容及び工事についての概要・・・記入例１参照 

６  工事中の消防計画届出書（消防局様式第３号の２） 

７  安全計画書（国土交通省通知（平成27年5月27日国住指第558号・国住街 

第40号）による書式）・・・記入例２参照 

８  工程表（全体工程に仮使用期間を記入） 

９  千葉市都市図（写も可） 

１０ 配置図（仮使用に関する避難通路、防火安全区画、安全対策及び建築設

備の検討を記入ください。） 

１１ 平面図（同上） 

１２ 立面図（同上） 

１３ 断面図（同上） 

１４ その他必要と認めるもの（同上） 

以上の書類は，目次及びインデックスを付けファイル綴じで３部を提出願いま

す。 

 

※原則、特定行政庁の仮使用認定申請でお願いします。 
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 第三十三号様式（第四条の十六関係）（Ａ４） 
 
 

仮使用認定申請書 
 

（第一面） 
 
 建築基準法第７条の６第１項第１号（同法第８７条の２第１項又は第８８条第１項若しく
は第２項において準用する場合を含む。）の規定による仮使用の認定を申請します。 
 
特定行政庁          様 
 

   年  月  日 
                              

申請者氏名              印 
                      
 
【仮使用の認定を申請する建築物等】 
      □建築物      □建築設備（昇降機）    □建築設備（昇降機以外） 
      □工作物（昇降機）  □工作物（法第88条第１項）   □工作物（法第88条第２項） 
 
 
 

 ※受付欄  ※建築主事 
          印 

 ※審査担当者 
                                          印 

    年  月  日  ※ 
 
 特 
 記 

  ※決裁欄  ※認定番号  ※特記 

 第              号      年  月  日  

 係員印  第              号 

 係員印 

 ※条件 

 



10 

 

                                   （第二面） 
 
【1.建築主、設置者又は築造主】 
    【ｲ.氏名のフリガナ】 
  【ﾛ.氏名】           
  【ﾊ.郵便番号】       
  【ﾆ.住所】           
  【ﾎ.電話番号】       
 
【2.代理者】 
  【ｲ.資格】      （   ）建築士   （     ）登録     号 
  【ﾛ.氏名】       
  【ﾊ.建築士事務所名】 （   ）建築士事務所（   ）知事登録     号 
               
  【ﾆ.郵便番号】     
  【ﾎ.所在地】      
  【ﾍ.電話番号】     
 
【3.建築確認】 
  【ｲ.確認済証番号】   第         号 
  【ﾛ.確認済証交付年月日】    年  月  日 
  【ﾊ.確認済証交付者】    
 
【4.敷地の位置】 
  【ｲ.地名地番】         
  【ﾛ.住居表示】         
 
【5.設置する建築物又は工作物】 
  【ｲ.所在地】      
  【ﾛ.名称のフリガナ】  
  【ﾊ.名称】       
 
 
【6.仮使用の用途】 
                           
 
【7.工事着手予定年月日】 1.    年  月  日 
 
【8.工事完了予定年月日】  1.    年  月  日 
 
【9.仮使用の期間】       年  月  日 から     年  月  日 
 
【10.申請の理由】 
                     
 
【11.備考】                                    
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（注意） 
１．第一面関係 

① 申請者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 
② 「仮使用の認定を申請する建築物等」の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マーク

を入れてください。建築基準法第８８条第１項に規定する工作物のうち同法施行令第１３
８条第２項第１号に掲げるものにあつては、「工作物（昇降機）」のチェックボックスに
「レ」マークを入れてください。 

③ ※印のある欄は記入しないでください。 
２．第二面関係 

① 建築主、設置者又は築造主が２以上のときは、１欄は代表となる建築主、設置者又は築造
主について記入し、別紙に他の建築主、設置者又は築造主についてそれぞれ必要な事項を
記入して添えてください。 

② 建築主、設置者又は築造主からの委任を受けて申請を行う者がいる場合においては、２欄
に記入してください。 

③ ２欄は、代理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属
していないときは、所在地は代理者の住所を書いてください。 

④ ３欄は、計画変更の確認を受けている場合は直前の計画変更の確認について記載してくだ
さい。 

⑤ ４欄は建築物又は工作物（昇降機を除く。）について、５欄は昇降機又は建築設備につい

て仮使用の認定を受けようとする場合に記入してください。 
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様式第３号の２（その１） 

工 事 中 の 消 防 計 画 届 出 書 

年  月  日 
（あて先）千葉市   消防署長 

管理権原者 
住  所 
職・氏名                 （＊） 
（＊）法人の場合は、記名押印してください。 

法人以外でも、本人（代表者）が手書きしない場合は、 

記名押印してください。 
防火管理者 
職・氏名                 （＊） 
（＊）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 
連絡先電話番号 

   －    － 
連絡先電子メールアドレス 

     ＠ 
千葉市火災予防条例第４３条の３の規定により、工事中の消防計画を届け出ます。 

防
火
対
象
物 

所 在 地  

名 称  

用 途 （  ）項 延べ面積 ㎡ 階 ／ 

工事箇所及びそ

の 床 面 積 ＿ 
 

工 事 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 概 要  

工
事
監
理 

工 事 管 理 者 
住所・職・氏名 

 

現場監督責任者 
職 ・ 氏 名 

 

工

事

施

工 
工 事 施 工 者 
住所・職・氏名 

 

現場監督責任者 
職 ・ 氏 名 

 
連 絡 先 
電話番号 

  －  － ＿ 

連 絡 先 電 子 
メールアドレス 

      ＠ 

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

備考  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番としてください。 
２ 管理権原者が法人の場合は、主たる事業所の所在地、法人名称及び代表者の職・
氏名を記入してください。 

３ 案内図、配置図、工事関係図等を添付してください。 
４ 工事箇所と他の部分との区画、避難通路及び避難施設、喫煙場所、消防用設備等
を図面上に明示してください。 

５ ※印欄は、記入しないでください。 
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＜改正後の前文（下線部は改正部分）＞ 

 

 

建設省住指発第８０５号 

昭和５３年１１月７日 

特定行政庁  

建 築 主 事  殿 

 

建設省住宅局建築指導課長通達 

 

 

工事中の建築物の安全確保について（通達） 

 

工事中の建築物の安全確保については、昨年１１月１日から施行した建築基準法

の一部を改正する法律(昭和５１年法律第８３号)等により一層の強化が図られてい

るところであるが、今般、建築基準法(以下「法」という。)第７条の３第１項第１

号の規定による仮使用の承認（以下「仮使用承認」という）の運用に関して仮使用

承認準則を別添 1のとおり定めるとともに、法第９０条の３の規定の運用に関して

工事計画書及び安全計画書において明示させる事項の具体的な記載例を別添 2のと

おり作成したので通知する。貴職におかれては、これらを参考にしつつ左記の点に

留意して、工事中の建築物の安全確保の一層の推進を図られたい。 

 

 

記 

 

第一 法第７条の３の規定の運用について 

１ 建築物の使用制限を受ける工事中の期間 

法第７条の３第１項の規定により建築物の使用制限を受ける期間は、工事の

着手から法第７条第３項の検査済証の交付を受けるまでのすべての期間(同条

第１項の規定による届出をした日から７日を経過した後を除く。)であるが、増

築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の場合には、建築物

を使用しない日のみ工事を行い、かつ、建築物を使用しようとする日において、

建築基準法施行令(以下「令」という。)第１３条の３に規定する避難施設等の

機能が当該工事により支障を受けないといった形態のときは、当該工事を行う

日のみを建築物の使用制限を受ける日として取り扱うこと。 
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２ 建築物の使用 

建築物の使用とは、人が相当時間継続して建築物に立ち入ることをいうが、

現場管理者、工事従事者、管理人、監視員等当該建築物の工事、保守管理等の

業務に直接従事する者が当該業務を遂行するために立ち入る場合は、法第７条

の３第１項の規定により制限を受ける建築物の使用とは取り扱わないこと。 

 

３ 使用制限の対象となる建築物 

(1) 使用制限の対象となる建築物の判定は、建築物の棟別に行うこと。 

したがって、同一の敷地内に多数の棟がある場合においても法第７条の３ 

に係る工事を行っていない棟は、使用制限の対象とはならないこと。 

(2) 法第７条の３第１項の「これらの建築物」には増築等の工事の後において 

法第６条第１項第１号から第３号までの建築物となるものを含み、「共同住 

宅以外の住宅及び居室を有しない建築物」とは増築等の工事の前においても 

増築等の工事の後においても共同住宅以外の住宅又は居室を有しない建築物 

であるものをいうこと。 

 

４ 使用制限の対象となる建築物の部分 

法第７条の３の「避難施設等に関する工事に係る建築物の部分」とは、工事

に係る令第１３条の３に規定する避難施設等が機能的に関与している建築物の

部分をいい、例えば、避難施設等に関する工事の対象が階段である場合におい

て、建築物が当該階段を含む部分と他の部分とに令第１１７条第２項の区画に

よって区画されているときは、当該階段を含む部分のみが「避難施設等に関す

る工事に係る建築物の部分」に該当するものであること。 

 

５ 内装仕上げ等をテナント等の決定後に行うこととされている建築物の取扱い 

  （1）法第７条第２項の規定による検査は、工事が完了した場合において、建築

物及びその敷地が、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこ

れに基づく命令及び条例の規定に適合するものであるかどうかについて行う

ものであること。 

したがって、法第３５条の２の規定による内装制限等を受ける事務所ビル、

店舗ビル等であって、内装仕上げ等をテナント等の決定後に行うこととされ

ているものについては、当該内装仕上げ等が完了していない場合は、法第７

条第１項の適用上工事が完了したとはいえないことから、このような建築物

を使用し、又は使用させようとする場合は、仮使用承認を受けなければなら

ないこと。 

    また、法第１２条第３項の規定に基づきテナント等の決定後に行う内装仕

上げ等の内容が建築確認を受けたものと異なることとなる場合にはあらかじ

め報告するよう建築主等に求めるなど、最終的な計画の確認のため、所要の

措置を講ずること。 
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（2） 新たなテナント等の決定に従い逐次仮使用部分を追加する必要がある場合

は、当初の仮使用承認を変更して仮使用部分を追加することができること。 

この場合は①から③によること。 

① 当初の仮使用承認に当たり、仮使用承認申請書の備考欄に、新たなテナ

ント等が決定した場合に仮使用部分の追加申請を予定している旨を記入さ

せるとともに、審査において、テナント等が決定していない部分の内装仕

上げ等を除き、可能な限り建築物全体について安全上、防火上及び避難上

支障がないかどうかをあらかじめ確認するなど、仮使用部分の追加を迅速

に行うことができるよう配慮すること。 

②  仮使用部分の追加申請は、仮使用部分追加申請書（様式１）に建築基準

法施行規則（以下「規則」という。）第４条の３の表（い）項及び（は）項

に掲げる図書（令第１４７条の２に規定する建築物の場合は（い）項に掲げ

る図書並びに規則１１条の２第１項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書

とし、規則第４条の３の表（い）項に掲げる図書にあっては追加を申請する

仮使用部分に係るものに、その他の図書にあっては仮使用部分の追加により

変更することとなるものにそれぞれ限る。）を添えて、建築主事を経由して

特定行政庁に提出することにより行うものとすること。 

③  仮使用部分の追加の通知は、仮使用部分追加通知書（様式２）によるこ

ととし、通知を行った場合は消防局に連絡すること。 

 

第二 法第９０条の３の規定の運用について 

法第９０条の３の規定により届出のあった安全計画書に記載された安全上、防

火上又は避難上講ずる措置が当該工事中の建築物の使用の安全を確保するため十

分でないと認められる場合は、積極的に改善を指導するとともに、必要に応じて、

法第９０条の２の規定に基づき、当該工事中の建築物の使用禁止、使用制限その

他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずること。 

 

 

※全文中の条項は次のとおりに改める。 

「承認」       → 「認定」 

「法第７条の３」   → 「法第７条の６」 

「法第７条第３項」  → 「法第７条第５項」 

「令第１３条の３」  → 「令第１３条」 

「法第７条第２項」  → 「法第７条第４項」 

「法第１２条第３項」 → 「法第１２条第５項」 

「規則第４条の３」  → 「規則第４条の１６」 

 平成 27年 6月 1日以降、部分追加制度は廃止 
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別添 1 

 

仮使用承認準則 

 

第一 審査方針等 

(１) 仮使用承認の審査に当たっては、第二の承認基準に従い、対象となる工事

中の建築物について想定される危険要因を具体的に検討し、個々の危険要因

に対応した安全対策が適切に講ぜられているか否かを建築物の使用状況等

を勘案して総合的な見地から判断すること。 

(２) 仮使用承認の申請の際に提出を求める安全計画書は別記様式によるものと

し、工事の内容、建築物の用途、構造、規模等により、別記様式に記載され

ている事項では十分でないと認められる場合においては、必要に応じて、報

告を求める等所要の措置を講ずること。 

(３) 仮使用期間が著しく長くなることは、その期間中に工事の状況が変化する

ことが予想され、工事中の建築物の安全の確保が図れないおそれがある。し

たがって、仮使用を承認する期間は、工事計画等を勘案し、原則として、３

年以内で定めること。 

 

第二 承認基準 

１ 特定行政庁が承認を行う場合 

(１) 新築の建築物等 

仮使用の対象が、新築の建築物又は増築工事における増築部分である場合 

には、次の①から③までによるものとする。 

① 仮使用部分は、左記項目について、建築基準法の規定及び消防法の規定

にそれぞれ適合していること。 

イ 建築基準法施行令(以下「令」という。)第１１２条の防火区画 

ロ 令第５章第２節の廊下、避難階段及び出入口 

ハ 令第５章第３節の排煙設備 

ニ 令第５章第４節の非常用の照明装置 

ホ 令第５章第５節の非常用の進入口 

ヘ 令第５章の２の特殊建築物等の内装 

ト 令第１２９条の１３の３の非常用の昇降機 

チ 消防法第１７条の消防用設備等 

② 仮使用部分とその他の部分とは、建築物の構造、用途又は工事内容等に

応じて、耐火構造の壁、不燃材料で造られた間仕切り等により、防火上有

効に区画されていること。 



17 

 

③ 工事計画に応じて、工事に使用する火気、資材等の管理の方法、防火管

理の体制等が適切に計画されていること。 

(２) 既存の建築物 

仮使用の対象が、増築、改築、移転、大規模な修繕又は大規模な模様替の

工事を行う既存の建築物である場合には、次の①から③までによる者とする。 

① 仮使用部分は、次のイからホまでに定めるところによること。 

イ 令第１１２条第９項および同条第１４項(第９項に係る部分に限る。)

の規定に適合していること。ただし、この場合において、防火区画に用

いられる防火戸は、同条第１４項第４号に規定する遮煙性能を有さない

ものであってもよい。 

ロ 仮設屋外階段、仮設梯子等が、建築物の形態、使用状況等に応じて適

切に設置されている場合を除き、令第１２０条、第１２１条及び第１２

５条第１項の規定に適合していること。 

ハ 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階におけ

る直通段階の幅員の合計が、その直上階以上の階のうち床面積が最大の

階における床面積 100㎡につき 30cmの割合で計算した数値以上確保さ

れていること。 

ニ 小規模な居室、バッテリー内蔵型の非常用照明等の設置により床面に

おいておおむね一ルックス程度の明るさが確保されている建築物の部

分又は夜間使用がない建築物で十分の明るさを確保できる窓等の開口

部が設けられている建築物の部分を除き、令第１２６条の４及び令第１

２６条の５の規定に適合していること。 

ホ 消防機関において、消防活動上支障がないと認める措置が講ぜられて

いる場合を除き、令第１２６条の６及び令第１２６条の７の規定に適合

していること。 

②イ 使用部分とその他の部分とは、建築物の構造、用途又は工事内容等に

応じて、耐火構造の壁、不燃材料で造られた間仕切り等により、防火上

有効に区画されていること。 

ロ 工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排煙の設備の風道の吹出

口等が、鉄板その他の不燃材料で塞がれていること。 

③ 工事計画に応じた避難施設等に係る代替措置、工事に使用する火気、資

材等の管理の方法、防火管理の体制等が適切に計画されていること。 
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２ 建築主事が承認を行う場合 

仮使用部分は、左記項目について現行の建築基準法の規定及び消防法の規定

にそれぞれ適合しており、かつ、手直し工事等がある場合は、当該工事が避難

施設等の機能に支障を及ぼさないものであること。 

イ 令第１１２条の防火区画 

ロ 令第５第２節の廊下、避難階段及び出入口 

ハ 令第５章第３節の排煙設備 

ニ 令第５章第４節の非常用の照明装置 

ホ 令第５章第５節の非常用の進入口 

ヘ 令第５章の２の特殊建築物等の内装 

ト 令第１２９条の１３の３の非常用の昇降機 

チ 消防法第１７条の消防用設備等 

 

 

 

※全文中の条項は次のとおりに改める。 

「承認」            → 「認定」 

「令第１１２条第１４項第４号」 → 「令第１１２条第１４項第２号」 

 平成 27年 6月 1日以降、建築主事は平成 27年国土交通省告示第 247号第 1 

による審査 

 安全計画書の書式は、以下の通り国土交通省通知（平成 27年 5月 27日付 国住

指第 558号・国住街第 40号）による書式を使用 

 ・特定行政庁の仮使用認定の場合の安全計画書…別紙３ 

 ・法第９０条の３の規定による安全計画書（工事計画書）…別紙５ 



 

 
 

1
9 

別紙３ 
 

安全計画書 Ⅲ．基本的な施工計画 

Ⅰ．工事計画概要 １．工事施工手順の概要（概念図）   

１．工事名称    

２．工事場所  

３．工事種別  

４．建物概要 イ．用途  ロ．構造  

ハ．高さ 軒の高さ     最高の高さ     

ニ．階数 地上 階 地下 階 塔屋 階 

ホ．建築面積 ㎡ へ．延べ面積 ㎡ 

５．昇降機・建築 

設備又は工作物の 

概要 

 ２．工事区画の位置及び構 

造 

別添図面に（工事区画の位 

置は朱線で）表示 

Ⅱ．仮使用認定申請部分 ３．工事工程 別添工事工程表に表示 

１．仮使用部分 別添図面に黄緑色で表示 ４．工事用資材等の搬出入及びその管理方法  

２．用途  ３．申請面積 概ね ㎡   

（注意） 

特定行政庁の仮使用 



 

 
 

2
0 

 

Ⅳ．工事により機能の確保に支障が生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等 

 
種 類 箇 所 工事期間及び時間 代替措置の概要 管理の方法 

１
．
避 

難 

施 

設 

等 

イ．廊下その他の通路 

ロ．直通階段等 

ハ．地下道等 

ニ．スプリンクラー設備等 

ホ．排煙設備 

へ．非常用の照明装置 

 ト．非常用の昇降機 

チ．防火区画 

    

２
．
そ
の
他
の
安
全
施
設
等 

イ．消防用設備等 

（１に含まれるものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
ロ．非常用の進入口 

ハ．その他 

    



 

 
 

2
1 

 

Ⅴ．出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。） 

 種  類 集積又は設置方法 管理の方法 

１
．
火
気
使
用 

   

２
．
危 

険 

物 

等 

イ．危険物   

ロ．可燃性工事用資材   

３ 

．
機
械
器
具 

   



 

 
 

2
2 

 

Ⅵ

．
防
火
管
理
体
制 

１
．
火
災
予
防
対
策 

イ．工事 

部分の対 

策及び組 

織 

 
２ 

．
災
害
時
の
対
策
及
び
自
衛
消
防
組
織 

 

ロ .使用 

部分の対 

策及び組 

織 

  

３. 使用部分と 

工事部分の相互 

の連絡体制 

 

４ ．教育・訓練 

の実施状況 

 

 

 



 

 
 

2
3 

別紙５ 
 

安全計画書 （工事計画書） Ⅲ．基本的な施工計画 

Ⅰ．工事計画概要 １．工事施工手順の概要（概念図）  

１．工事名称   

２．工事場所  

３．工事種別  

４．建物概要 イ．用途  ロ．構造  

ハ．高さ 軒の高さ 最高の高さ 

ニ．階数 地上 階 地下 階 塔屋 階 

ホ．建築面積 ㎡ へ．延べ面積 ㎡ 

５．昇降機・建築 

設備又は工作物の 

概要 

 ２．工事区画の位置及び構 

造 

別添図面に（工事区画の位 

置は朱線で）表示 

Ⅱ．使用部分（括弧内は仮使用認定申請部分） ３．工事工程 別添工事工程表に表示 

１．仮使用部分 別添図面に黄緑色で表示 ４．工事用資材等の搬出入及びその管理方法  

２．用途 
 
 
（ ） 

３．申請面積 概ね ㎡ 

（ ㎡） 

 

（注意） 

法第 90 条の 3 



 

 
 

2
4 

 

Ⅳ．工事により機能の確保に支障が生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等 

 種 類 箇 所 工事期間及び時間 代替措置の概要 管理の方法 

１
．
避 

難 

施 

設 

等 

イ．廊下その他の通路 

ロ．直通階段等   

ハ．地下道等  

ニ．スプリンクラー設備等 

ホ．排煙設備 

 へ．非常用の照明装置  

ト．非常用の昇降機 

 チ．防火区画 

    

２
．
そ
の
他
の
安
全
施
設
等 

イ．消防用設備等 

（１に含まれるものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
ロ．非常用の進入口 

ハ．その他 

    



 

 
 

2
5 

 

Ⅴ．出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。） 

 種  類 数  量 使用、設置場所 使用、持込み期間及び時間 集積又は設置方法 管理の方法 

１
．
火
気
使
用 

      

２
．
危 

険 

物 

等 

イ．危険物      

ロ．可燃性工事用資材      

３ 

．
機
械
器
具 

      



 

 

2
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Ⅵ

．
防
火
管
理
体
制 

１
．
火
災
予
防
対
策 

イ．工事 

部分の対 

策及び組 

織 

 
２ 

．
災
害
発
生
時
の
対
策
及
び
自
衛
消
防
組
織 

 

ロ .使用 

部分の対 

策及び組 

織 

  

３. 使用部分と 

工事部分の相互 

の連絡体制 

 

４．教育・訓練 

の実施状況 

 

 



障入例11

仮使用lこ係る内容及び工事についての械要

1. 仮使用の内容

共同住宅の新築工事中 の建物の一部を、販売事務所及

びモデルルームの使用を目的として仮使用する。

2. 仮使用に係る工事の概要

モデルルームオープン時の新築工事の状況

①躯体工事は完了（上棟）、仕上げ工事（内、外装）を行っている。 （外部足

場は残っている。）

②仮使用を行う 2階及び、 2階までの階段、通路については工事が完了してい

る。

安全上の配慮

①仮使用部分は工事による飛来落下等の事故がないよう不燃材料で区画を行う。

②仮使用部分と工事の動線が重ならないよう計画する。

③安全計画書の内容を遵守し、工事部分及び仮使用部分の管理を行う。

3. 仮使用申請部分の概要

①用途：

②申請面積： nf 

③仮使用の期間： 平成 年 月 日～平成年月 日

4. 新築工事部分の概要

① 用 途：

② 建築面積：

③ 延床面積：

④ 情 j邑CJエ． 

⑤ 階 数：

⑤ 高 さ：
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2. 安全計画書（工事計画書）

ここで言う安全計画書とは法第 7条の 3による仮使用承認申請用のものと、法第90条の 3による安

全計画の届出用のものとの両者を指すもので、昭和53年建築指導課長通達（参考資料 No.12参照）の

別記 1および2にその様式が定められている。この様式をみてもわかるように、仮使用承認の場合も、

安全計画の届出の場合も、記載する内容の範囲としてはほとんど同じであるが、基本的には、前者が

概要を求めているのに対して、後者の場合には、より具体的に詳細に記載することになる。とくに

「v.出火危険防止Jについては安全計画の届出の方が、より詳細に記述することになっている。記

入上の差があるものに関してはそれぞれ場合分けして記入例を示している。

ここに示した記入例は、各項目について特徴的な部分を扱ったため、全体としてひとつの事例に基

づいたものではない。各項目毎に記入要領を理解し、実際に役立てていただきたい。

(1 ) 工事計画概要

この部分は仮使用申請用、安全計画の届出用とも共通である。「 1.工事名称、J「2.工事場所」、

r 3. 工事種別」、「4.建物概要Jに関しては、確認申請書に表記のものと同じとする。（図－24参

照）

「5.昇降機、建築設備又は工作物の概要Jに関しては、避難施設等に係る工事がある場合にのみ

その内容を記入すればよい。

安全計画. （工事計画書｝

工事計画概要

工事名桃 00病院増改築工事

2 工事場所 00県aコ市00町 1-1 -1 

3. 工事種別 増築および乙れに伴ろ既存僚の改修

4 ..物概要 イ用 病 院 RC 

（）内の政字は既 高
I 23. 1 m 

さ 事干の高さ ( 10. I m) 
高 26.0m 

. の高さ ( 13. 2 m) 

存f東部分を示す
ニ階 6 l l 

敵 地 上 （3）階・地下 (1）階・塔足（0）階

ホ建築面積 16附 8 ｜へ 延べ面積k
( 3. 012. 8 ) rrl 6, 880. 4 ) rrl 

5 昇降機・建築設 増築工事完了後、既存部分の非常照明、誘虜灯、自勧火災報知設備、スプ •）

備文は工作物の ンクラー設備、屋内 f角火栓設備等の整備を行号。

既望星
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(2) 仮使用承認申請部分または使用部分

仮使用申請用、安全計画の届出用ともに、その仮使用または使用部分の場所、用途、面積を明確に

する。仮使用部分（使用部分）は別図を添えてこれに黄緑色て表示するが、図面は申請図書（届出図

書）として必要とされるものを利用してもよい。用途はとくに仮使朋部分について明記すること。申

請面積は概数でよい。（図一25、26参照）

I 仮使用承認申請部分

1. 仮使用部分 別添図面K黄緑色で表示

2. 用 途
第 1次 A、B部分

3. 申請面積 概ね
6, 320 

第 2次 C部分 5,650 nf 

図－ 25 仮使用承箆申請の場合の配入例

I 使用部分〈（）内は仮使用承認申請部分）

1. 使用部 分 別添図面K黄緑色斜線で表示（黄緑色部分）

2. 用 途
事務所、店舗

3. 使用部分面積 概ね〈
3, 680 nf 

〈 事務室 ） 150 rd) 

図－ 26 安全計画の届出の場合の妃入例

(3) 基本的な施工計画

①工事施工手順の概要

建物の全体形状を示す簡単な平面図・断面図等を用いて、どの部分で工事が行われ、どの部分

を使用するかをなるべくわかりやすく表現する。詳しくは（2）の別添図面や工程表に記すことにな

るので、ここでは工事の念容玄概念的に示す：ものでよい。とくに、増築工事で既存部分の改修を

伴うような場合には、火災危険を建物内各所に分散させないため、ある範囲内ごとに工事を完結

させてから次の部分に着手するといった配慮、が必要であり、事前に所有者・管理者と十分協議を

して計画するべきである。
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m 基本的左施工計画

1. 工事施工手順の概要（概念図）
~仮使用部介
Eヨ工事部分

薬局等 ① 
増築（病槙 SF) ① 改修（ 1～R F) 

病被 病棟

｜ 現状図 Ia階建
仮使用（ 1～2F) 
改修（ 3～SF) 

③ 

仮使用（ 1～3 F) 
改修（ 4～RF) 

① 

仮使用（ 4～RF)
改修（ 1～3F) 

改修（ l～8F) 仮使用（ 3～RF) 
改修（ 1～2F) 

図－ 27 複雑な増改築の場合（病院の例）

m 基本的な施工計画

1. 工事施工手順の概要（概念図） ~仮使用部分
E:J工事部分

① 
① 

本館（ーし＋SF)

問
問
周

回
目
闘

改修

別館

(-1, +2F) 

⑤ 

⑤ 

現状図（基準階を示す）

増築（ 1～8 F) 

｜仮使用 5～ SF 
改修 1～4F

図－ 28 大規模建築の増改築の場合（デパートの例）
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m 

m 

基本的左施工計画

工事施工手順？概要（概念図）

~－一一仮使用部分
Eヨーー工事部分

国：；：：；；ム..；；：片山：＜)i)・:・t 
t> m焔紛：：：：：；：；：属階

4階

図－ 29 新築の場合（テナントビルの例）

基本的左施工計画

工事施工手順の概要（概念図〉

~一一仮使用部分

Eコ－－－－ T.事部分

施工手順は①，①・…・・の順Kよる。

臼 －①便所増築

Ll 竺l
~ 

~ ~~ 

~I；件
①壁撤去及び補修工事

図－ 30 中・小規模建築の増改築の場合（学校の例）
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これを表すためには、工事を各段階ごとにわけ、どのような状況になるかを模式図等を用いて

表現することも有効であろう。（図－27～30参照）

② 工事区画の位置及び構造

工事区画の位置は添付図面に指定の色で表示するが、規模が大きい場合や複雑な工事の場合で

は区画壁の種頴が複数になったりすることが予想されるため、その種別やディテールを判りやす

く表記すること。

③ 工事工程

工事工程表は原則として別に添付することが望ましい。一概に工程表といっても工事の種別や

工事の規模によって表現の方法が異なるが、この計画書で求められる工程概要は仮使用部分と工

事施工部分の相互の安全性を計りながらどのような手順と期間を要するものであるかが表現され

ることが大切である。下に示す例では触れていないが、既存不適格建物を増改築するためには仮

使用承認のための要件を満す事前工事が必要な場合もある。このような工事についても工程表に

は組み込んで説明を加えることが望ましし」また規模が小さい工事の場合は短期間で工事の様相

が変化するので週単位、日単位あるいは時間単位の工程表で説明する場合も考えられる。なお時

間111－位の工程を綿密に立てて計画することにより、休日や夜間に工事を集約し、仮使用の対象か

ら除外することが出来る場合もあるので充分な検討を行う必要があろう。（図一31-33参照）

④ 工事用資材等の澱入友ぴ管理方法

工事用資材等の訟入経路は添付する凶而に矢印で表示し、同時に府住者動線，工事者出入口、

資材搬HiA経路が充分安全に区分されていることを表現する必要がある。しかしながら小規模な

工事等で動線を平面的に分維しにくいなどの場合は、時間的に区分けするなど具体的な運用方法

について明記する。管理方法については添付図に、その旨をまじテ、出来るものについては書き込む

ことが望ましい。特に危険物品等については安全な場所を設定して表示する必要がある。また

例々の資材については別欄に記入するので、この欄では総合的にみた資材管理の基本原則を説明

する。中でも法第90条の 3に係るものについては、工事施工部分が移動したりすることが多いの

で、特に注意した考え方が必要である。（凶－34参照）
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~ 

工程表〈新築の複合建物〈事務所＋店舗）で 2期K渡る工事を行い、 1期完了時K完成建物を使用しながら 2期工事を行う例）

月 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 18 I 19 I a> I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 

工 l 11次堀削減.T& 12~繍向11 I lヵーテソウオ－JV・付抗楓ff-ド l地下肥体地上肥体

I I I ふP仕上

検査

① ~ 
事

A 

受電
第第開 竣

備｜
一一始 工

期竣期部

考｜
工分

仮使用

※ 1 1期、 2期工事の接続部分の工事建築物Kも設備的Kも最小限として全館完成間際K集約した連結工事を行うことが好ましい

図－ 33 工程表の例①



23 22 21 20 12 u 

工程表〈婚女築を伴ろ病院で診療活動を行いながら工事を行う例）

10 9 8 7 6 5 4 

仮管理部徹去

！総合

；連結

：工事

仕上工事地上毎体工事基礎・地下値

体工事

工事

既存A病棟改修工事

既存 B病陳改修工事

既存 診療 棟改 修工 事

既存事務管理棟改修工事

新病棟建設

C心
-l==io 

竣
工
本
使
用
開
始

管
理
棟
仮
使
用
開
始

仮
使
用
開
始

A
棟
・
診
療
棟

新
病
棟
仮
使
用
開
始

考備

新病棟を先行工事し既存棟の一部を収容し、 2段階で改修を行いながら全体を完成させる工程を組んでいる。

新療棟の一部は一時的K診療部を収容し、最終的Kは全てを病棟iに使用するため、仮区画の単位を注意して計画する必要がある。

子 1

※ 2 

工程表の例②図－ 32 



C心
ιn 

工程表〈大型店舗の売場盤強のための大規横な慎暢替工事の例｝

2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

<A階段服ヲ（Hl・ B2 ~）＞＜ No. 31、No.4（~~~~校；［：！ I <e階段延長｜官民芸 〈売場内張工事〉

I出 I~=4 I I官
解体工事 ’R岸工事

解体工事

二二二コ
B 2階 担体工事 艦体工事 雇体・｜下地工事

仕上工事 仕上工事 仕上工事

設備工事 位備工事

11 12 

ヱスカレータ延長工事
（日1・H2J宅）〉

仮股工事

c:::コ
解体工事

己コ
担体工事

股備工事

~ ヱス注目•117/DDJ

B 11帯

備 考 A 一般階仮使
用開始

レール取付工事エレベータ据l付工事

※1. ζの工程表例は、 7粂ー 3 90条一 3のどちらにも応用出来る例である。

く売帆L工夢〉 I I I 
側吉l二N。正レ←

角軍体工耳倶 置m.11
l解体工事

担体・下地工事
IZ'1llJ!l1llJ 
担体工事

仕上工事

担備工事

療2. 工作表作成のポイントとしては工事部分をむやみに拡大せず竪穴区間を 1ヶjilf-'プつ確実に完了し仮使用部分の安全を確保する掠心掛けることが大切である．

図－ 33 工程表の例③

検査・調整

Cl.唆工



4. 工事用資材等の搬出入及びその管理方法

①別添図の如く工事施工範囲と、使用している部分の区画を明確にし、外部に一次仮置場を

設ける。

②上階搬入のために荷物用（非常用兼用）エレベータを使用するので、一般使用と分けて夜

間20:00以降および休日とする。

①可燃用資材等は必要最小限の搬入とし、 1ケ所当たりの総量も余り大きくならない様分散

配置を心掛ける。

④工事現場内の整理、整頓を心がけ、残材、ゴミ等は 1日の作業終了後、外部へ搬出する。

図－34 一般的記入例

(4）工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設及びその代替措置等

仮使用、安全計画の届出ともに記入方法は同じである。使用する部分において支障をきたす項目の

みについて記入する。 箇所 では、支障の生じるJaと支障の内容、ゑ等も記入すること。 工事期間

及び時間 に関しては、主障の実際に生じている期間を記入する。「代替措置の概要jは、必要に応

じて別図 (II. 基本的な施工計画で使用する別図を利用しでもよい）に表現しておき、ここでは文章

でその内容を説明すればよい。「管理の方法Jでは、危険を伴う作業等の安全管理方法を記入する。

（図－35参照）

(5) 出火危険防止

①仮使用承認申請の場合

出火危険のあるものはすべてここに記し、危険防止対策について記さなければならないが、仮

使用申請の場合には安全計画の届出の場合より簡単でよく、わかる範囲について記入すればよい。

「火気使用」とは主として裸火等を使用する機器を対象とし、「機械器具j とはその他の機~ifで

出火危険のおそれのあるものを対象と考えればよしE。「危険物等Jとは、消防法に定められてい

る危険物の他に、可燃性工事用資材のことを含めている。（図－36参照）

②安全計画の届出の場合

この場合は届出の提出される時期的にも、かなり工事について具体的に検討が進められるケー

スが多いはずであることから、仮使用のqi誌よりもさらに詳細な対策の記入が定められている。
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JV 工事Kより機能の確保K支障を生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等

種 数 箇 所 工事期間及び時間 代替措置の概要 管 理 の 方 法

イ 廊下その他の通 3階で避難経路変更 全工事期間中 。仮設仕切によって専用 。従業員への連絡を撒底す

路 経路を確保 る

ロ 直通階段等 3階で 1タ所のみ階段使用 II 。仮使用部分Kおいて現

ハ地下道等 不可 行法規を満足できる

1 － ー
スプリンクラー 3階図中A部分、作動不可 0月O日O時～O時

設備等 l l.StlliMl.S~~I-t ~ 。作業中および終了後の店
避

ホ 排煙設備 同 上 同 よ； 。消火器の重点配置 内巡視を行う

難 へ非常用の照明装 同 上 同 上

施
置

ト 非常用の昇降機

C心

設
チ防火区画 3階防火シャッター取替中 0月O日～O月O日 。工事部分を耐火 1時間 。との部分の工事を優先し

、、」
等 にA、B聞の区画が成立し 構造の仮囲いで区画す て行い仕上工事中にはシ

t~ l/l る ャッターが作動できるよ

。仮囲いの出入口は甲種 ろにしておく

防火戸とする

2 イ 消防用設備等 。自動火災報知設備 全工事期間中 。仮設の感知器、火災報

そ
( 1 ~含まれるも 仮使用部分全域 知器を設置する

の のを除く。）
他
の
安 ロ 非常用の進入口
全
施
設 ノ、 その他 。敷地内通路が 1.3Mしか 。工事用仮囲いで囲い、 通行K障害物が置かれない
等

とれない 危険のないよろ托する よろに管理する

図－ 35 一般白~lie入例



v 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものK限る）

f重 類 集積又は設置方法 管 理 方 法

I. I ガス切断器 ｜移動式専用カートへのボンベの固定、非使用時｜使用責任者名を表示した火気使用許可証の発行・取付け、有資格

火
の一定場所への収納 者証携帯の義務づけ

使用時の巡回・点検

一．ヌL

使

用｜ 卜一テランプ ｜安定した平坦な場所での使用、非使用時の一定 ｜使用責任者名を表示した火気使用許可証の発行・取付け、使用時

場所への収納 の巡回・点検

C心
00 

2. 

イ危険物

塗料接着剤｜施…刊な切に集積仏

必要量のみを開缶する。

高積みを避ける。

集積場所、集積量を指定する。

集積場所K使用責任者名、集積物の内容、量を表示する。

火気厳禁の表示をするo

搬入時、 1日の使用終了時の数量を報告させ、確認する。

危

険

物

等

ロ 可燃性工事
用資材

木材 ・壁クロ ｜一定集積場所に、散乱しないように整置するo

ス・断熱剤j

火気を遠ざけた一定集積場所を指定し、鍛入数量を把握する。

3
機
微
器
具

ア ーク溶接機 ｜一定場所K整列・設置する。

非使用時の 2次電線以降の一定場所への収納

機器鍛入時の性能点検、電気工事有資格者による配線・結線使用

責任者名を表示した機器使用許可証の発行、取付け、有資格者証

携帯の義務づけ、防火養生の義務づけ、使用時の巡回・点検

図－ 36 仮使用承~申請の場合の記入例



施工者を含めて充分に安全対策を検討し、くわしい内容を記すことが必要とされる。「数量Jと

は一時的に使用あるいは集積される「火気使用」、「危険物品等J「機械器具jの最大量を示すも

のであり、工事期間中に使用される合計の数量のことではない。「場所Jでは、これらの使用・

集積される場合を具体的に示す。必要に応じ、別図に記入することが望ましい。「使用、持込み

期間及び時間Jは工程表に明示されている場合にはそれを利用しながら述べてもよい。「集積又

は設置方法」では集積物の散乱防止対策、自然発火、引火防止対策などについて記入する。「管

理の方法jはこれらに係る防火管理体制との関連などについて述べるようにする。（図－37参照）
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v 出火危険防止（火災発生のおぞれのあるものκ限る｝

F霊 煩 位 量

すi ス 切断 器 2 組

火

~ 
アスフアルト溶融釜 1 組

｛長

用 トーチランフ 2 組

イ危 険 物

F急 科 200 何（ 18f入）

簸 竃 it 15 侃（ ， 

－，， 一 "' 材 70 釘（ 1・
2 

現場尭泡断’R材 却缶〈 ,, 
危

険
ロ uJ伶性工事用rm

物
仮設用木材 300nf 

等
え2枠用木紛 800 nf 

造作・内護用木材 400nf 

壁． ク ロ ス 3, 500 nf 

初｛脂系断然 u 2. 800 nf ( 70・rrf)

7 ーク港緩慢
3 

3 ~ ‘ 

慣

傾

器

具 耳元速カァ’一 台

使用、段置場所 使用、持込み期間及び時間 集積叉位置置方法 管理の方法

各 階 〈金工事期間） 移動式専用ヵートへの固定 火気使用許可証の実行

使用責任者名の表示

有責絡者征の明帯の援誘づけ

使用時の巡回点検

屋 lまた位躍外仮設ヤード （震体終了時から約 1ヶ月間） 可燃物からの隔継位置 火気使用許可起の尭行

jj路タ1の平蝿な場所へ設置 使用責任者名の表示

使用時の巡回・点検

各 階 （仕J工事期間） 安定した平坦な場所での使用 火気使用許可起の尭行

使用責任者名の表示

使用時の巡回・点検

〈共通） 〈共通） （共通｝ （共通）

］〈仕工剛問｝

集績場所の指定

集繍量の命1限］時 開一定場所
使用責任者の表示

各 階 jb積物の内容・量の表示
K集積高積みせず、僅力 火~厳禁の表示’S入散量の憶認->f・置脅する

使用蛾叡量の舷Jc'!
使用時の巡回・点検

（共通｝

各階および外部 〈全工事期間）

各 階 （恒体主家期間｝

］！「ト一吃哨吋…止定叫削集附輔（仕上工$期間）
一定払繍場所の指定

各 階

船入位量の杷撞
各 階 （仕上工喜朗間）

各 階 〈担体工皐期間）

各 階 （全工事期間） 有責格者証のm帯の義務

づけ

〈共通｝

峨器慣入時の性能点検

一定場所への整列世置 慣器使用許可証の尭行

使用責任者名の表示
各 階 （全工事附問｝ 防火警生の躯跨づけ

使用時の巡回・点検

図－ 37 安全計画の届出の場合の託入例



図－ 38 仮使用承認申請の場合（建築物が大規模な場合）

工事部分における火災予防対策
(1) 火気を使用する場合は、その都度責任者K届出ること。 （火気使用届出はピル

1 Iィi 側防火管理者Kも提出する。）
(2) 火気を使用しての工事は火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し、実施する

ζと。

工 (3) 火気使用後の点検は、防火担当者が必ず実施し、防火管理者に報告するとと。

火｜事

(4) 危険物及び可燃性物品を使用する場合は、換気、除じん又は火気の制限を行うと
と。

部 (5) 喫煙は、指定された場所で行うとと。

分
(6) 作業時間外K作業する場合は、責任者の承認を得て行ろとと。
(7) その他火災予防上、人命安全上、必要な事項

の 2 工事部分における火災予防組織及び業務分担

工 防火担当者 業 務 火元責任者 業 務

策 防 事 工事A地区 ①② 防火管理者の補佐 作製管理室 ①火気使用器具の安

及
火長 0000 作業現場のパトロ

』．食Q堂Q、Q休Qけ国

全管理
管 O ール、監視 ②責任区域内の整理

理者 8 ③作業終了後の安全
い0室000 整とん

防｜組
工事B地区 確認 ③ 喫煙管理。0000 ④作業現場への立入 機 械 置 場 ④ 消火器、消火パク

織 制限 00αコ ツの管理
』ーー一一一一ー ⑤ 仮使用部分との防

火 l防｜ ｜、~勺 ドこグ｜ 火区画の維持管理
⑥地震時の初動措置

管 使

用

部

分

の

対

策

及

び

組

織

対

策

理

体

情lj

ロ
I 使用部分における火災予防対策
( 1）火気使用器具は、指定された場所以外では使用しないとと。
(2) 避難階段、通路及び非常口には避難上支障となる物品を放置しない ζと。
(3) 火気使用器具は使用前、使用後の点検と安全確認を行ろとと。
(4) 工事部分との防火区画付近には可燃物を放置しないこと。
(5) その他火災予防上必要な事項。

2 使用部分における火災予防組織及び業務分担

E 防火担当者｜ 業 務 ｜火元責任者｜ 業 務

総、 1陪 フロント、 ① 担気当地区内の
防務 ロ ピー 火 地管理
火部 ①② 防火管理者の補火佐 －事Q務QQ室QA 

②担当区内 の

管理者 8 長
。αコ0 担当地域内の 元 消火器等の維

責任者に対する指 持管現
2階 導、監督 ③担当地区内の。 非常口、避難。 通路の維持管。αコ0 理

④地震時の初動
措置

（注；火災予防組織の編成は規僕等K応じて作成し、当該欄K記載できない場合は別
紙とするとと。）

3・ i . 工事部分と使用部分の防火管理者相互の連絡を密Kするた臥 rooピル工事安全協議

~＝~1 は、 l人の防火管理者でもってたりるものとまるo>
部分絡12.使用部分と工事部分の連絡は、両管理室K眠置されたインターホンを活用して通報連
分の体I3. 火災等が発生した場合は、放送設備によりすみやかに全館K報知しなければならない。
と相制I4. 夜間は、営備員が随時巡回するととも K異常の有無を確認し、日誌Kより防火管理者
工互 Is. 相互の防火管理者は、夜間時の緊急連絡先一覧表を作成し、管理室の見やすい位置に

十I'll施Ii. 工事部分及び使用部分は、それぞれ個別の防火訓練を毎月 1回実施するとととし、両
警察事I2. 使用部易の社員K対する防災教育は、防災訓練と併せて実施し、工事部分の従業員K
': ~叫 I 3. 出入する者及び業者K対しては、防災上の注意事項をパンフレット及び口頭で徹底し、

（注） 1. 建築物の規模、用途、態嫌及び工事の規模種別等Kよって組織や係員の増威を図るとと
2. 「火災予防対策」と「災害発生時の対策及び自社消防組織における任務は、できるだけ
3. 本様式で内容を十分K記事Rできない場合等Kは、本線式にその旨を記入し、別紙K記載
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1 災害発生時の対策

( 1) 火災等が発生した場合は、直ちに消防機関K通報するととも K次に示す任務分担Kより、

諸活動を行ろとと。

(2) 避難する場合は、使用、工事部分それぞれ作成した別図避難経路図により行ろとと。

(3) 工事部K存する下請業者も隊員としてそれぞれの立場で協力しなければならない。

2 自衛消防組織及び任務概要

消防機関K対する通報及び館内への報知、情
報の収集及び消防隊との連絡
通報連絡係ー火災発見時の本部への通報及
0000 び作業場内への報知

消火係一初期消火活動〈使用部分の火

0000 災を含む）
避難誘導係一作業員等の避難誘導

oαコ0
防護安全体一消火活動上の障害物の除去等
ocxコ0 及び使用部分との防火区画の

確保
搬出係一危険物品の安全な位置への鍛

oαコO 出等
営備係ー消防隊の誘導及び出入口の安

0000 全確保
」救護係一負傷者の応急措置。αコ0

通報連絡係一火災発見時の本部への通報及
0000 び同フロアー内への報地

－消・火係ー初期消火活動（工事部分の火
(]XX)O 災を含む）

一連難誘導係ー従業員の避難誘導

0000 
防護安全係ー防火戸の閉鎖、工事部分との
ooOO 防火区画の確保

搬出係一重要書類の鍛送等

0000 
救護係一負傷者の応急措置

〔指揮係一自衛消防隊の指簿及び隊長の補佐
oooO 

通報連絡係ー

隊長OCDO 0000 

班長0000

国

自
衛
消
防
隊
長
一

〈以下各隊を
編成する。）

0
0
0
0
 

総
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（注；当該欄K記入できない場合は別紙とするo

00株式会
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隊長000011 I 

可第O班 i

（注；防火管理者を所有者が選任した場合、会Jを設置し、常に連絡協調をはからなければならないo

絡の徹底を図るとともK、緊急の場合は、防火管理者K報告しなければならない。

K翌日報告しなければならない。
掲示しておかなければならない。

者一体となった総合防火訓練を 2カ月 K 1回実施する。
対する貯災教育は、日常の朝礼及び防災訓練と併せて実施する。
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図－ 39 仮使用承認申請の場合（建築物が小規模な場合）

〈工事部分における火災予防対策）

イ I(1) 火気を使用する場合は、その都度防火管理者K届出する ζ と。

(2）火気を使用しての工事は、火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し、実施する

ェ とと。
事（3) 火気使用後の点検は、防火担当者が必ず笑施し、防火管理者K報告すること。

(4) 喫煙は指定された場所で行うとと。
部 (5) 作業時間外に作業する場合は、責任者の承認を得て行うとと。

1. I分 (6) その他、火災予防上必要な事項

の （火災予防組織及び業務分担）

対 防火担当者 業務火元責任者 業務

策 防問 ①防火管理工事A地区①火気管理

火｜及ぴ 谷市 工事地区 者の補佐 担 当 ② 作 業 現 場 の 監 理

理総工事監督②作業現場 0000 笠とん
災l組 者務 OCDO のパトロー ③地震時の初動指

刊I I織 謀ル！ ~司、地
f長、 l 

予｜ロ 1 0 防火管理 火気管理
〈使用部分Kぉ ①者の補佐 事務室窓消火品、非常口

防｜ ｜使 ける火災予防 8使用地区②火元責任 。。∞ の維持管理

防用 対策） 0支0配0人0 者に対する フロアー③地震時の初動指
部 ( 1) 火気器具は、 指導監督 。地

対 分 指定された場

火｜ 所以外では、 （注）防火管理者は、所有者側から選任するととが望ましい。ま
対 使用しない ζ た、防火管理者を選任する必要のないものについては、防

策 策 と。 火責任者をしてその業務を行ろとと。
及 (2) 喫煙は指定
び された場所で行うとと。

管｜ ｜組 (3) 火気使用器具は使用前、使用後の点検と安全確認を行うとと。

織 (4) 工事部分との防火区画付近Kは、可燃物を放置しないこと。

(5) その他火災予防上必要な事項

の
相
互
の
連
絡
体
制

3

使
用
部
分
と
工
事
部
分

理

体

制 l. 防火管理者は、工事地区の防火担当者と使用地区の防火担当者の連絡会を毎月O

2. 工事部分と使用部分との日常Kおける相互連絡は、内線電話（直通

3. その他必要な事項

番） (ICよ、

4. 

の
実
施
状
況

教
育
、
訓
練

2. 例 ll'C同じ。

3. 

（注 1) 例 1(IC同じ。

（注 2) 本線式で内容を十分K記載できない場合等Kは、本様式Kその旨を記入し、別紙K記
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1. 災害発生時の対策

( 1) 火災時が発生した場合は、直ちK消防後関K通報するとともに、次の任務分担比より、

諸活動を行ろとと。

(2) 避難する場合は、防火管理者が作成した別図避難経路図Kより行ろ ζ と。

自衛消防組織及び任務概要

通報連絡係一災害発生時の作業場内への報知及び使

0000 用部分との連絡

避難誘導係一作業員等の避難誘導

0000 

消火係ー初期消火活動〈使用部分の火災を含む〉

0000 

0000 

地区隊長0000

2. 

自

衛

消

防

隊

長

通報連絡係ー災害発生時の使用部分内への報知及び

0000 工事部分との連絡

避難連絡係ー従業員等の避難誘導及び防火区画の確

0000 保

消火係ー初期消火活動（工事部分の火災を含む〉

0000 

0000 

地区隊長0000

防

火

管

理

者

0
0
0
0
 

2. 

災

害

発

生

時

の

対

策

及

び

自

衛

消

防

組

織

SVC実施するものとする。

り行い、緊急時Kは相互K設置された非常ベノレKより事態発生の通報を行うこと。
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載し、本様式のうしろK添付するとと。



図－ 40 安全計画届出の場合（注；法90条の 3にもとづく新築工事の場合は図－38、39による

（工事部分における火災予防対策）
(1) 火気を使用する場合は、その都度防火管理者K届出するとと。

イ I{2) 火気を使用しての工事は、火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し実施する

とと。
工 I(3) 火気使用後の点検は、防火担当者が必ず実施し、防火管理者に報告するとと。
官 I(4) 可燃性ガスを使用する場合は、換気、除じん又は火気の制限を行ろとと。

~I (5l 喫煙は、指定された場所で行うとと。
制 I(6) 避難設備等の機能を停止する場合は原則として使用部分の営業時間外とする ζとo

VI I 1・｜分、 I(1) その他火災予防上必要な事項

〈火災予防組織及び業務分担）

業 務 ｜火元責任者

の

対

火｜策

及

防火担当者 業 務

防 工事地区｜①防火管理者の補佐｜工事A地区｜①火気管理

工事監督者！②作業現場のパトロ｜ ocわ01② 消火器の、維持管

0000 I ール ト一一一一一寸理
l I ｜③ 作業現場の管理、

~戸、.：：：：；：＝ヰ 整とん

I I ｜④地震時の初動措置

①防火管理者の補佐｜事務室｜①火気管理

0000リ② 消火器、非常口等
「一一一一一寸 の維持管理

②火元責任者K対す｜フロアー i③代替避難施設等の

る指導、監督 I CXJOOI 維持管理
ド戸、~舛④ 地震時の初動措置

一一人∞
別
配
∞

使

支

防

火

管

理

者

専
務

0
0
0
0

］
U
U用

部

分

予

防

対

火

管

び

災｜組

織

の｜ 〈使用部分における火災予防対策）

策l対 Io) 火気使用器具は、指定された場所以外では使用しない ζ と。
｜策 I(2) 喫煙は指定された場所で行うとと。

理｜ ｜及 I(al 火気使用器具は、使用前、使用後の点検と安全確認を行ろとと。

び I(4l 工事部分との防火付近には、可燃物を放置しないとと。

組 I(5) その他火災予防上必要な事項
織｜ 〈注；使用部分については、既存の消防計画を補正して活用し、特K工事部分と

I ーフロア－tcついて計画の強化を図るとと。）

体 I3. 

使の
用相

部互 It. 使用部分と工事部分との常時の相互連絡は、防火担当者が行うものとし、特K作
分の

と連 I2. その他必要な事項
制｜工絡

事体
部制
分

教の I1. 防火管理者は、使用部分Kおける従業員に対し、作業日程をその都度周知徹底し、
育実｜
、 施 Iz. 使用部分と工事部分の両者一体となった防災訓練を新設（改修）する避難施設等の

訓状｜
練況 I3. その他の教育、訓練Kついては、既存の消防計画K基づき実施するものとする。

（注） 本械式で内容を十分K記載できない場合等Kは、本様式Kその旨を記入し、別紙K記載
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こと。）

1. 災害発生時の対策

(1) 火災等が発生した場合は、直ちに消防徴関に通報するとともに、次の任務分担により諸活

動を行号とと。

(2）代替避難施設等を使用する場合は、使用部分及び工事部分の特命係が操作するとと。

(3) 避難する場合は、防火管理者が作成した、別図避難経路図により行弓 ζと。

2. 自衛消防組織及び任務概要

通報連絡係ー災害発生時の作業場内への報知及び使用部分と

0000 の連絡

避難誘導係一作業員等の避難誘導

00αコ
消火係ー初期消火活動

αコ00
特命係一代替設備等の操作

班長αコαコ

通報連絡係一災害発生時の使用部分への報知及び工事部分と

0000 の連絡

避難誘導係ー従業員等の避難誘導及び防火区画の確保

0000 
消火係ー初期消火活動

0000 
特命係一 代 替 設 備 等 の 操 作

班長ooc:o

自

衛

消

防

隊

長

2 

災

害

発

生

時

の

対

策

及

び

自

衛

消

防

組

織

〈注；既存の消防計画を活用する場合は、工事部分と同一フロア－reついて計画の強化を図
るとと。）

業を開始する前Kは、工事部分の防火担当者は必ず防火管理者K報告するとと。

防災意識の高陽を図る ζ と。

工事期間K毎月O回実施するとと。
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(6）防火管理体制

法第 7条の 3により作成する安全計画書における VI防火管理体制の記載例は図一38及び、図－39の

とおりである。図－38は建築物が大規模な場合であり、図－39は建築物が小規模な場合であるが、計

画の作成にあたっては、建築物の大小のほかに工事従事者及び仮使用部分の従業員の多少等によって

も配慮する必要がある。また、図－38と図ー39の中間的な規模も当然、考えられるので、これらを参考

にして、それぞれの実態にあった計画を作成する必要がある。

法第90条の 3により安全計画書におけるVI防火管理体制の記載例は図－40のとおりであるが、これ

は建築物の主体構造の工事は行わず避難設備等、付随設備関係工事の場合のみ記載例であり、新築工

事に伴って安全計画書を作成する場合には、図－38又は図－39に準じた内容とする必要がある。

図－38、図－39及び図－40の記載様式では、十分にかききれないことも予想されるが、その場合に

は、それぞれそ別紙に記載し、その旨を図一38、図ー39又は図－40の様式に記載するとともに、その

別紙をそれぞれの様式のうしろに添付すること。

なお、安全計画書における防災管理体制の部分（図－38、39、40参照）については、その写しが、

消防法にもとづて「工事中の消防計画」としても使用できることとされたことから、同消防計画の内

容も充足するように記載する必要がある。

したがって、新築中の建築物については、一般的に安全計画書の作成が、 f工事中の消防計画jの

作成よりも早いと予想されるので、安全計画書の内容を、「工事中の消防計画jの内容も充足するよ

うに記載する必要がある。

また、既存の建築物を工事し、工事完了前に使用を開始する場合には、一般的には、消防計画が作

成されていると予想されるので、その消防計画を十分に参照して、安全計画書を作成する必要がある。

いずれにしても、工事中に使用が開始される建築物は、通常の建築物より、かなり出火危険が高いの

で、工事部分と使用部分の連けいを十分に図り、建築物全体が一体となった十分な防火管理体制を徹

底する必要がある。
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お問い合わせは、 

千 葉 市 役 所 

建 築 部 建 築 情 報 相 談 課 

TEL． 043-245-5839・ 5840 FAX． 043-245-5831 


